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Ⅰ　はじめに

　北欧は、日本において社会的な関心が強い割には、高齢者ケアに関して

言えば研究の蓄積が少ない。わけても、フィンランドやノルウェーは数え

るほどしか先行研究がない状況だ。そのフィンランドが最近注目を集めて

きている。

　きっかけは、「ラヒホイタヤ」（lähihoitaja）という専門性の高いケア職

員が紹介されたことである。lähi は身近な人、hoitaja はケアをする人と

いう意味だ。このラヒホイタヤの養成課程については、笹谷春美が紹介し

ている（笹谷春美、2008、pp. 43⊖88）。
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　近年注目を浴びているフィンランドの高齢者ケアに関して、2011 年 9

月にヘルシンキ市とタンペレ市で集中的にヒヤリング調査を実施した。本

稿は、フィンランドの都市部における高齢者ケアに関する特色と構造的な

問題を明らかにするものである。

　フィンランドは、現時点ではスウェーデンよりも高齢化率が低い。2010

年時点で 17.5％ であるのに対し、スウェーデンは 18.4％ である。しかし、

フィンランドは 2020 年までの 10 年間で急激に高齢化し、スウェーデンを

追い抜き、2020 年時点では 22.6％ となる。この 10 年間で、高齢化率は

5.1 ポイント上昇することが予測されており、フィンランドは「急激高齢

化社会」（西下彰俊、2012、p. 13）の真っ只中にいる。日本も全く同じこ

の 10 年間に、高齢化率が 6.1 ポイント上昇するという急激高齢化社会を

迎えており、タイミングとしては、全く同じである。ただし決定的に異な

るのは、フィンランドは総人口増加社会の中での急激高齢化であるのに対

し、日本は全く逆で、総人口減少社会の局面での急激高齢化であるという

点である。

　フィンランドの高齢化率は、2060 年までしか推計されていないが、

2060 年時点では 28.2％ となり、スウェーデンの 25.0％ よりも高い水準と

なる（Statistics Finland, 2012）。

　このような高齢化率の将来予測を踏まえ、フィンランドがすでに急激高

齢化社会に突入している現状において、ますます量的・質的ニーズが高ま

る介護職員の離職率を低いレベルに抑える社会的装置である「ラヒホイタ

ヤ」という職種の合理性がより高く評価できる。

Ⅱ　ラヒホイタヤの特性と介護職員の給与水準

1　ラヒホイタヤの養成課程

　フィンランドでは、1993 年に保健医療部門や社会ケア部門の 10 の中学
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卒業者対象の職業資格（1）が統合され、新たに社会・保健医療基礎資格

としてラヒホイタヤが創出された。その背景には、施設ケアから在宅ケア

への転換という政策展開の中で、保健医療、福祉（社会サービス）に従事

するマンパワーの総量は変えず、多職種人材資源の持つ能力の活用を進め、

合理的なマンパワーの配置を行うというケア人材に関する政策の枠組みが

あった（森川美絵、2009、pp. 133⊖134）。創設当初は 2 年間の養成期間で

あったが、1999 年以降は 3 年間に延長された。

　養成カリキュラムは、2 つの部分から構成される。最初の 2 年間で、一

般教育科目（20 単位）と選択科目（10 単位）および職業基礎学習 50 単位

を学習し、学科・実技テストに合格すれば、3 年目の職業専攻課程に進み

40 単位を取得する。1 単位は 40 時間で構成される。職業基礎学習には、

①成長への指導と援助 16 単位（うち実習 4 単位）、②介護と看護 22 単位

（うち実習 8 単位）、③リハビリ援助 12 単位（うち実習 5 単位）が含まれ

る。3 年目は、職業専攻課程として 9 つのプログラムから 1 つを選ぶこと

になる。9 つのプログラムは、①児童・青少年ケア、②顧客サービス・情

報管理、③高齢者ケア、④障害者ケア、⑤口腔・歯科衛生、⑥精神衛生、

依存性中毒ケア、⑦救急ケア、⑧リハビリケア、⑨看護・介護から構成さ

れる。受講生が取得すべき 40 単位のうち 14 単位は実習である（笹谷春美、

2008、pp. 73⊖75）。

　ラヒホイタヤはその資格誕生の背景や従前資格から見て、つぶしのきく

職種である。保育ケアから障害者ケアや高齢者ケアまで総合的にカリキュ

ラムを学び実習も重ねるので、異業種間移動が極めて容易である。これが、

つぶしのきくという意味であり、離職を防ぐ重要な装置となっている。我

が国もスウェーデンも介護職員の離職率が社会政策上の大きな問題となっ

ており、その意味でラヒホイタヤの養成方法は大いに参考になる。
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2　ラヒホイタヤの給与水準の相対的な位置

　フィンランドのラヒホイタヤの給与額について確認する前に、日本とス

ウェーデンの現状を見ておきたい。

　周知の通り、日本では、介護労働者の給与水準が低いと言われている。

実態はどうであろうか。財団法人介護労働安定センターの 2012 年「介護

労働実態調査」に調査によれば、ホームヘルパー（訪問介護員）の平均月

収が 188,975 円、施設介護職員の平均月収が 195,247 円である（介護労働

安定センター、2012）。同センター調査では、調査時前月の交通費込み、

諸手当込の月給のみが回答として求めており、そのため賞与に関する情報

は得られない。従って、平均年収については、不明である。

　厚生労働省は、「賃金構造基本統計調査」を全国ベースで行っている

（厚生労働省、2012）。同調査では、年齢階層別、性別、業種別、従業上の

地位別にきめ細かなデータが得られるものの、介護職員に関しては、「医

療、福祉」と合併されてしまっている。医療と福祉では、著しく給与水準

が違うので、同調査データを使うことはできない。

　月額給与と賞与に関する情報が得られるのが、日本医療企画編集部が毎

年実施している調査である（日本医療企画、2011、pp. 40⊖48；日本医療

企画、2012、pp. 34⊖43）。ただし、全国データではなく 1 都、1 道、1 府、

3 県に存在する事業所だけを対象にアンケート調査をしていることと回収

率が 5.5％ と極めて低いために、結果を一般化することは困難である。と

は言え、平均年収に関する全国データがない現状を考えれば、貴重なデー

タの 1 つであると言えよう。

　同編集部の調査結果によれば、在宅サービスの事業所も介護施設も、冬

のボーナスはほぼ支給され、平均月数が、1.85 か月分であり、夏のボー

ナスは、平均して 1.15 か月分であるが支給されているのは約半数にとど

まっている。以上を踏まえて、概算すると、在宅ケアに関しては、介護福

祉士の資格のあるホームヘルパーは、給与月額が 221,561 円であり、夏の
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ボーナスがある場合の年収は、3,323,415 円となる。同じくホームヘルパ

ー 2 級では、給与月額が 202,363 円で、夏のボーナスがある場合の年収は、

3,035,445 円となる。特別養護老人ホームの介護職員は、給与月額が

221,713 円で、夏のボーナスがある場合の年収は、3,325,695 円となる。

　フィンランドの場合はどうであろうか。ラヒホイタヤの労働組合である

SUPER によれば、介護職員の月額給与は 1,640 ユーロ（約 169,000 円、1

ユーロは 103 円、2012 年 10 月現在）から 2,300 ユーロ（約 237,000 円）

である。年収換算では、約 203 万円から約 284 万円ということになる。全

労働者の月額平均賃金が 2,400 ユーロ（約 247,000 円、年収約 297 万円）

であることからすれば、比較的高いと言えよう。

　スウェーデンの給与水準は、コミューン職員で准看護士の場合、男性は

23,300 SEK（約 28.0 万円）、女性は 23,600 SEK（約 28.3 万円）であり、

全体では、23,600 SEK（28.3 万円）となっている。コミューン職員で准看

護師の資格を持たない男性介護士の場合 21,700 SEK（約 26.0 万円）、女性

介護士の場合 22,100 SEK（約 26.5 万円）であり、全体では、22,000 SEK

（26.4 万円）となっている（Statistiska Centralbyrån, 2012）。年収ベース

でカウントすれば、准看護士の場合、339.6 万円、介護士の場合で 316.8

万円となる。

　年収額を見る限り、スウェーデンと日本がほぼ同程度で高く（とはいえ、

それぞれの国内の他業種に比べれば低い水準であることは断るまでもな

い）、フィンランドは 3 つの国の中で最も低い。しかし、先行研究である

笹谷論文、森川論文では、フィンランドの介護職員の給与水準は高いと説

明されており（笹谷春美、2008、p. 61；森川美絵、2009、p. 134）、矛盾

した結果である。

　この点については、今後、3 か国の介護職員の税引き後年収、物価水準、

労働者全体の平均年収と相互に比較する中で、果たしてフィンランドの介

護職員の給与が相対的に高いかどうかを今後明らかにしなければならない。
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　給与水準の問題だけでなく、フィンランドに関して、ラヒホイタヤや介

護士など介護職員がフルタイムで働く割合が高いとされているが（笹谷春

美、2008、p. 61；森川美絵、2009、p. 134）、フルタイムの割合が相対的

に多いかどうか、検討の余地がある。この点については、次号で一つの老

人ホームの事例を分析しており、その中で明らかにする予定である。

Ⅲ　要介護認定の方法論

　フィンランドの要介護認定過程では、以下で説明するような MDS およ

び RAI⊖HC、RAVA インデックスが客観的な指標として使われている。た

だし、MDS および RAI⊖HC が使われているクンタ（基礎自治体）は 70

程度であり、残りの 350 近いコミューネでは、RAVA インデックスを用い

て要介護認定が行われている。フィンランドでは、スウェーデンと異なっ

た形で、基礎自治体単位の方針により、要介護認定の方法論が採用されて

おり、自治体間の多様性が確認できる。かって 2004 年当時は、RAVA イ

ンデックスだけが用いられ要介護認定が行われていたようであるが（笹谷

春美、2008、p. 60）、ここ数年の間に、要介護認定の方法論に関する変化

が生じていると言えよう。

　現在のフィンランドにおける要介護認定の特徴は、以下の述べるような

数字化された客観的な指標を前提としつつも、サービスを希望する申請者

（顧客と呼ばれる）の社会資源（同居家族の有無、配偶者の有無、配偶者

の心身の ADL、自宅の物理的環境等）の保有状況が斟酌され、総合的に

認定が行われるところである。

1　RAI・MDS・RAP

　日本 MDS 学会によれば、RAI（Resident Assessment Instruments）

は、アセスメントからプランを作成するツールであり、MDS（Minimum 
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Data Set）と RAP（Resident Assessment Protocol）の 2 つから構成さ

れる。この構成要素のうち、MDS は、介護や支援を必要とする高齢者の

アセスメント手法のことであり、RAP は、MDS アセスメントで把握した

状態から、検討すべき問題の要因と考えられる事項を整理し、要因追求に

よって、根拠のある対応策（ケアプラン）を作成するために指針のことで

ある。

　もともと MDS は、アメリカのナーシングホームにおけるケアの改革を

目的として 1991 年に開発されたものであるが、国際的な研究ネットワー

クを通じて 1998 年に、居宅版のアセスメント手法である MDS⊖HC

（Home Care）が開発された（日本 MDS 学会、2011）。

　フィンランドの各自治体で用いられている RAI⊖HC は、この MDS⊖HC

とほぼ同じものと考えられる。日本 MDS 学会によれば、在宅高齢者アセ

スメント表である MDS⊖HC は、全部で 20 の項目から構成される。すな

わち、AA. 基本情報、A. アセスメント情報、B. 記憶、C. コミュニケー

ション、聴覚、D. 視力、E. 気分と行動、F. 社会的機能、G. インフォー

マルな支援の状況、H. IADL と ADL、I. 排泄、J. 疾患、K. 健康状態お

よび予防、L. 栄養状態、M. 歯および口腔状態、N. 皮膚の状態、O. 環

境評価、P. 治療方針の遵守、Q. 薬剤、R. アセスメントへの参加、S. 薬

物治療調査票の 20 項目である（日本 MDS 学会、2011）。

　フィンランドで用いられている RAI⊖HC に関して、タンペレ市で用い

られている MDS を資料として最後（pp. 19⊖39）に示しておいた。この

MDS は、在宅サービスや訪問看護を利用している顧客用のアセスメント

およびケア・サービスの必要性調査に用いられる。特段の指示がない限り、

過去 3 日間の状態でアセスメントすることになっている。MDS の具体的

な使い方については、次号で論じる。

　タンペレ市の MDS は、アメリカや日本で用いられているものよりもシ

ンプルになっている項目がある。というのも、フィンランドの実情に合わ
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ない項目は削除されているからである。こうして多くの項目から MDS は

構成され、要介護高齢者のアセスメントおよびケアプラン作成の基本デー

タとして活用され、ケア・サービスの必要性調査に用いられている。筆者

としては、この膨大な項目のチェックのために必要とされる人的コストと

アセスメントおよびケアプラン作成、ケア・サービスの必要性調査という

パフォーマンスとの間にバランスが取れているかについて、疑問がないわ

けではない。

2　RAVAインデックス

　表 1 が、RAVA インデックスの内容である（笹谷春美、2008、p. 60）。

このインデックスは、視聴覚能力、会話、運動、排尿、食事、投薬、着衣、

記憶、精神行動、住居等の 13 項目についてポイントが付けられ以下の 3

で述べる SAS により、要介護認定が行われる。笹谷によれば、SAS は、

ヘルスセンター医師、在宅サービス代表者、行政代表者、ナーシングホー

ム代表者等、のメンバーから構成され、地域の社会・保健医療サービス関

表 1　RAVA インデックスと介護の必要度とその適用

RAVA
インデックス値

ケアの必要度 推奨されるべき
ケア

2 次的収容先

1.29～1.49 要随時ケア 在宅にて独立して 親族の支援で在宅

1.50～1.99 要ケア 在宅ケア 強化型ケア付き住宅

2.00～2.49 要監視下ケア 強化型在宅エア 強化型ケア付き住宅

2.50～2.99 要監視下ケア 強化型ケア ナーシングホーム／強化型
ケア

3.00～3.49 要強化型ケア ナーシングホーム
ケア

ヘルスセンター付属病棟／
強化型在宅エア

3.50～4.02 要全ケア ヘルスセンター付
属病棟

ナーシングホーム／強化型
在宅エア

（出典）笹谷春美、2009、p. 60
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係者によって構成されるという（笹谷春美、2008、p. 60）。しかし、ヘル

シンキ市とタンペレ市の 2 都市に関しては、以下で述べる通り、SAS は、

市立病院医師と市ソーシャルワーカーの 2 者から構成される。この点の齟

齬は、今後確認する必要がある。

　なお、この RAVA インデックスは、大まか過ぎるために、特に心理面、

精神面の状況把握に弱いという問題が 2004 年から指摘されてきた。

3　SAPと要介護認定機関 SAS（2）

　SAP（S＝selvita、A=arvioi、P＝palveluohiaus）は、情報を収集し、

分析し、サービスの必要性を検討する過程という意味である。ホームヘル

プサービスのサービス提供主体が行う検討会議の一般的名称である。ホー

ムヘルプサービスの顧客（サービス利用者のことである。スウェーデン同

様、フィンランドでもこの表現が多用される）がサービスを増やしてほし

い場合あるいは施設への入居を希望する場合に、SAP が開催される。月

に 1 回開催され、扱われるケースは 1 ケースから 7 ケース程度、平均 4 な

いし 5 ケースと言われる。SAP の構成メンバーは、医師、看護師、当該

要介護高齢者を熟知しているラヒホイタヤ（現場では「かかりつけ看護

師」とも呼ばれることも多い）、ソーシャルワーカーの 4 者である。複雑

なケースに関しては、顧客アドバイザーが参加する。顧客アドバイザーは、

ホームヘルプサービス事務所の責任者であり、次号で述べる介護施設の勤

務スケジュールの原案を作成する責任者でもある。

　SAP では、当該高齢者が現時点で何ができるか（どのような能力が発

揮できるか）を確認する、ホームヘルプサービスの利用回数を増やす、交

替介護（定期的にショートステイサービスを利用する在宅介護）を利用す

る等の提案がなされる。顧客に対するこうした提案について、SAP の各

メンバーは所見を書き、まとめられた所見が次の要介護認定機関 SAS に

送付される。
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　SAS（S＝elvita、A=arvioi、S＝sijoita）は、情報を収集し、分析し、

人をどのように配置するかを決定する過程という意味である。IKI⊖SAS

は要介護認定の最終決定機関であり、医師とソーシャルワーカーから構成

される。医師は、当該自治体の病院医師、ソーシャルワーカーは、当該自

治体のソーシャルワーカーである。IKI⊖SAS の IKI は、ikäihminen の省

略形であり「高齢者」と言う意味である。おそらく障害者ケアに関しても

同様の要介護認定判定機関 SAS が存在し、その組織と区別するために、

IKI を付すのではないかと推測される。

　IKI⊖SAS は、サービスを申請した要介護高齢者を直接調査することは

ない。SAP で作成された所見を根拠に最終結論を出す。SAS は、当該高

齢者に関する 2 つの尺度（すなわち、MDS および RAI―HC インデック

ス、RAVA インデックス）に加えて、SAP の各メンバーが作成した所見、

当該高齢者の社会資源（配偶者の有無、その健康状況、同居者の有無、子

供に期待できるサポート、自宅の物理的な状況）を調べ、総合的な判断に

基づき結果を明らかにする。各顧客に関して、あらゆる社会資源を活用し

てもなお在宅生活がこれ以上は継続できないと SAS により判断されると

サービスホーム（老人ホーム）への入居リストに入ることとなる。なお、

在宅ケアと施設ケアの順序性に関する基本方針は、スウェーデンと同じで

ある。

　SAS に関する一連の流れは、図 1 に示した通りである。同図は、自宅

から 24 時間看護のナーシングホームまたはサービスホームに転居するニ

ーズがある場合の申請および判定の流れを示したものである。

　なお、図 1 には、IKI⊖SAS による認定結果が、措置承認のケースの流

れと却下のケースの流れの 2 つが示されているが、それ以外に差し戻しの

ケースがある。これは、当該申請書に関して、数か月の間隔を置き、再度

SAP での検討を求めるケースである。



図 1　申請チャート

（出典）　タンペレ市、2001、内部資料
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Ⅳ　ホームヘルプサービスのケアプラン

　表 2 は、ケアプランの現物であり、そのフォーマットを示している。同

表は、タンペレ市が発行しているサービス・ケアプランである。1 ページ

目は、基本属性や家族関係に関する情報が列記され、2 ページ目には、ケ

アサービス、サポートサービス、福祉用具に関する情報が盛り込まれてい

る。ただし、ケアサービスとしてのホームヘルプサービスについては、何

曜日の何時サービスを提供するかは明記されていない。おそらく、顧客ア

ドバイザーであるホームヘルプサービス事業所の責任者が日本のケアプラ

ンに相当する具体的な書類を作成しているものと考えられる。

　以下で述べる表 3 のケースでは、ホームヘルパーが一日 3 回訪問し、そ

の月当たりの総時間数が 12 時間 45 分とのことであるので、平均して 1 回

あたり 36 分の訪問であることになる。北欧ではスポットサービスが一般

的で 1 回あたり 20 分程度のサービス提供であると言われることが少なく

ないが、実際には、この例にあるように平均が 40 分近いケースもあると

いうことが分かる。そして、3 ページ目には、顧客、その家族、顧客アド

バイザーの署名がなされている。

表 2　ケアプランのフォーマットと内容

タンペレ市

社会健康サービス部 顧客名：●●●

　 住所：

 社会保険番号：xxxxx

 電話：x-xxx

既・未婚：

職業：

母国語：
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戦争負傷者％：

TTV 識別番号 :

連絡先（家族、親戚）：（2 名必要）

1　氏名／住所

電話：

携帯電話：

続柄：

2　氏名／住所

電話：

携帯電話：

続柄：

情報を伝えてよい相手：（家族または指定された人物）

娘：●●●

鍵の保管担当：

家のセキュリティ・コード（屋内に入るために必要）：xxxx

□ホームヘルプ・サービス　□ KSH　 □家族　 □指定された人物

その他：（氏名および電話番号）

アパート管理人／保守会社、電話番号

健康状態：

持病など：

アレルギーの有無：（薬、食品など）

（1 ページ目終了）

食事内容
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身体能力

テスト

テスト内容：身体能力　　　実施日：2008 年 9 月 1 日　　点数：

テスト内容：　　　　　　　実施日：　　　　　　　　　点数：

サービスとケアの必要性

訪問介護　／タンペレ市

時間数　　12 時間 45 分（21 回訪問）／ 1 週当たり

 開始：2010 年 8 月 2 日～

夫婦：ホームヘルプの時間と支払決定はこのサービス・ケアプランに

記載。

サポートサービス

食事配達サービス　／タンペレ市

回数：週 2 回 開始：2010 年 8 月 2 日～

介助用具

白杖

貸与

ランク 名前 貸与期間　貸与日

091218 便座高さ調整、硬め 短期 2009/11/6

181217　ベッドの柵を高くするバー（ベッド取付）　短期 2009/9/26

093303　シャワー用椅子（車輪付き＆無し）湯船手すり

  短期 2009/8/7

120606 歩行器 短期 2009/7/31
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　タンペレ市社会健康サービス部は , 個人情報を Pegasos 情報シス

テムに入力し保管する。あなたには、ご自分に関する情報について確

認する権利と情報の修正を要求する権利がある。要望は担当のホーム

ヘルパーに伝えていただきたい（個人情報法 26 条及び 29 条）。

（2 ページ目終了）

　ホームヘルプサービスが成功するためには、サービス・ケアプラン

の立案と情報の交換がサービスを実施する職員およびサービスを提供

する組織・団体の間で円滑に行われる必要がある。

　「私はホームヘルプサービスの職員とサービス提供する組織や団体

が個人情報法に遮られることなく、ホームヘルプサービスの必要性に

応じて上記が私に関する情報を交換できる事に同意する。」

　添付：ホームヘルプサービスの必要に関する顧客の詳述、住居環境、

身体能力、週間スケジュール

日時・場所：タンペレ　2010/8/2 顧客のサイン：

日時・場所： 家族、身内のサイン

顧客アドバイザー： ○○○・○○○○

 職場電話番号：050⊖×××××

 名前：（清書）
（出典）タンペレ市、2011、内部資料

　以下の表 3 は、実際にホームヘルプサービスを受けている高齢者の週単
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位のケアサービス計画の現物である。個人情報はマスキングしている。

2009 年 10 月 28 日からサービスを利用し始めたが、最初は月曜日から金

曜日まで、朝 45 分、昼 30 分（ただし月曜日だけ 1 時間）の 1 日 2 回であ

った。1 か月後の 2009 年 11 月 25 日からは、土曜と日曜が加わり、毎日

のサービス利用となった。さらに、今年の 9 月からは、夕方のホームヘル

プサービスを毎日 30 分受けることとなった。この表 3 からも、スポット

サービスが平均して 20 分ではなく、30 分ないし 45 分であることが分か

る。

表 3　ホームヘルプサービスの内容

日付 2011/9/16 実施者：XXX　　　担当者：XXXXXXX

説明　／　コメント

実施日～

1. 月曜 2009/10/28

朝：血糖値測定、朝の支度介助（歯磨き洗顔など）（45 分）

昼：インシュリン注射（Lantus：メーカー名）。昼食を温めて

盛り付け。

内容：新陳代謝メニュー。一週間分の薬を容器へ配分。血圧測

定（一か月 1 回）。食器洗い、ゴミ出し。（1 時間）

2. 火曜 2009/10/28～

朝：血糖値測定、朝の支度介助　（45 分）

昼：インシュリン注射。昼食を温めて盛り付け。体調のヒアリ

ング。食器洗い、ゴミ出し。（30 分）

3. 水曜 2009/10/28～

朝：血糖値測定、朝の支度介助　（45 分）
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昼：インシュリン注射。昼食を温めて盛り付け。体調のヒアリ

ング。食器洗い、ゴミ出し。（30 分）

4. 木曜 2009/10/28～

朝：血糖値測定、朝の支度介助（45 分）

昼：インシュリン注射。昼食を温めて盛り付け。体調のヒアリ

ング。食器洗い、ゴミ出し。（30 分）

5. 金曜 2009/10/28～

朝：血糖値測定、朝の支度介助（45 分）

昼：インシュリン注射。昼食を温めて盛り付け。体調のヒアリ

ング。食器洗い、ゴミ出し。（30 分）

6. 土曜と日曜 2009/11/25～

朝：血糖値測定、朝食出し。食器洗い。（45 分）

昼：インシュリン注射。昼食を温めて盛り付け。（30 分）

7. 月曜～日曜日 2011/9/7～

夕：夜の支度（シャワー、洗面、歯磨き等）、夜食、投薬（30

分）
（出典）タンペレ市、2011、内部資料

【付記】
　本稿は、2011 年度東京経済大学個人研究助成費に基づく研究成果の一部で
ある。記して感謝する次第である。
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㊟

（1）　ラヒホイタヤの前身資格は、保健医療部門における 7 つの資格、すなわ
ち、准看護士、精神障害看護助手、歯科助手、保育士、ペディケア士、リハ
ビリ助手、救命救急士 ⊖ 救命運転手と社会ケア部における 3 つの資格、知的
障害福祉士、ホームヘルパー、日中保育士である（森川美絵、2009、
p. 134）

（2）　この部分は、ヘルシンキ市およびタンペレで市のインタビュー調査の内
容をまとめたものである。
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（出典）　タンペレ市、2011、内部資料
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